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第１　私は、次のいずれにも該当する者でないことを誓約します。なお、町が必要な場合には、警察に照会することについて承諾します。また照会で確認された情報は、今後、私が玖珠町と行うほかの契約における確認に利用することに同意します。
（１）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）　　　　第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（２）　暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
（３）　暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
（４）　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※　町では、玖珠町暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団員等でない旨の誓約をお願いしています。

第２　私が設置する浄化槽に関し、次のことを誓約し、また、同意します。
1. 補助金の交付要件審査のため、住民票を閲覧すること及び、町税の納税状況を担当課等への照会等により調査すること。
2. 補助金の交付要件審査のために必要な現地調査について、私が不在の場合、町職員が敷地内へ入り調査すること。
3. 放流に係る紛争又は苦情があった場合は、当事者間で責任を持って解決すること。
4. 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第７条第１項に規定する設置後の水質検査及び同法　　　　第１１条第１項に規定する年１回の定期検査（いずれも有料）を受検すること。
5. 浄化槽法第１０条第１項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃を行うこと。
6. 町が、第２項に規定する検査を実施する指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会に当該検査の実施に必要な情報の提供及び同協会から検査結果書の写しの提供を受けること。
7. 設置する浄化槽が、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽として、全国浄化槽推進市町村協議会の登録を受けていることを確認するため、町が登録浄化槽管理票の写しを同協議会に提供すること。

　　年　　月　　日

住　　所

（ふりがな）
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

生年月日　　　（明治・大正・昭和・平成）　　年　　月　　日


